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平成２２年度 第２回 新上五島町行財政改革推進委員会 
日時 平成２２年９月２８日（火） １３：３０～１６：３０ 
場所 新上五島町役場 ３階Ｆ会議室 
 
１．出席者 
 新上五島町行財政改革推進委員 
 出口会長、今村委員、柴田委員、道津委員、原節子委員、松村委員、森下委員、山口委員、

吉川委員、吉村委員、吉山委員 
 
２．次第 

（１）委嘱（前回欠席委員） 
（２）委員自己紹介 
（３）前回議事概要の確認 
（４）前回配布資料の補足説明 
（５）前回配布資料に関する再質疑 
（６）第１次行財政改革大綱の達成率と効果額の報告 
（７）今回の検討テーマに関する実績報告 

     ・財政の健全化（財政運営の適正化） 
     ・定員管理と給与の適正化等 

～休憩～ 
（８） 長期財政見通し収支計画の説明 
（９） 「次第７・８」に関する質疑及び意見交換 

（１０）次回の開催日について 
 
３．主な内容 
【町長挨拶】 
 どうも皆様こんにちは。さわやかな秋晴れという中で、第２回行財政改革推進委員会に出

席いただきましてありがとうございます。 
 ここでお詫びをしたいと思いますが、第１回行財政改革推進委員会では離島振興の会議で

長崎に出張だったため、私が不在で大変失礼いたしました。 
実は、今回も今日東京から帰ってきたんですけれども、離島振興法が平成２４年に失効し

てしまうので離島振興法を延長しようという中で、今年と来年の半年が山場であります。離

島振興法を確実にあと１０年間延長してもらいたいと、今、検討会を立ち上げておりまして、

全国の離島市町の中から私が町の代表で佐渡市長と屋久町長との３人が行政の代表として入

っており、あとはほとんど専門の大学の先生ばかりです。 
 これまでの離島振興法ではなくてまったく新しい発想で、例えば高速道路の無料化や千

円・二千円という話が出ておりますが、本土との運賃を同じようにして航路・空路の関係を

根っこから変えていかないと、公共事業をやってもソフト事業を展開してもコストが非常に

高いというのはまったく変わらない、ここを変えなければいけないという話をさせていただ

き、大学の先生からも同調するような意見が出てきました。 
 今、尖閣諸島や竹島の問題で色々と論議されております。日本が島を大事にしてこなかっ

たつけが回ってきているということで、無人島であろうが有人島であろうが日本固有の領土
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や領海、本土面積の１０倍近い広さを持つ海洋を大切にしていかなければいけないという意

見が出ておりますので、改正に向かって協議を続けていきたいと思っております。 
 平成１７年に行財政改革推進委員会を作りまして、今いらっしゃる出口会長をはじめとし

て、今村さん、柴田さん、道津さん、荒木さんの５人の方が当時、委員を引き受けてくださ

ったわけですが、その委員会から出た提言をもとに行財政改革大綱を作り、実施計画を作っ

て、この５年間忠実にやってまいりました。行財政改革に理解を示していただいた町民の皆

様方、辛抱に辛抱を重ねていただいた事業者の皆様方、そして給与の削減に協力してくれた

職員等、町民全体の協力のおかげで何とかここまでやってきたわけであります。 
 ただ、今は非常に厳しい状況が続いておりまして、国の経済対策が落ち続けており、ここ

にきて息切れが出てこようとしております。菅政権においては補正予算を組むということで

ありますが、公共事業ではなく医療や介護、環境に特化して、将来の成長戦略に繋がる補正

予算を組むということであります。これに期待しなければいけないし、離島振興としてはま

だまだ整備が出来ていない公共事業についても予算を組んでいただきたいと思っているとこ

ろです。 
 皆様方に委員を引き受けていただいたわけですが、心からお礼を申し上げたいと思います。

この６年間やってきた中で色々な意見がありまして、まだまだこれからも行財政改革を進め

ていかなければならないと思っておりますので、ぜひご意見をお願いしたいと思います。 
それから、出口会長には今回も会長を引き受けていただきまして、ありがとうございます。

県の元出納長ということで行財政全般に詳しく、行政の立場を分かっていらっしゃる方であ

ります。現在は長崎バスの常勤監査役ですから、民間の経営もしっかり分かっていらっしゃ

います。この両面から色々と見ていただきたいです。まさに適任だと思っておりますのでぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 
これから何回となくこの委員会が開かれるということで、皆様方には大変ご苦労、お手数

をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 
～会長代理の選任～ 
 （田村達夫氏を会長代理に選任） 
 
【議長】 
 前回配布資料について、事務局から補足説明したい旨の申し出がありましたので、お願い

します。 
 
【事務局】 
 前回の会議の際に、８月２２日の長崎新聞「ながさきインサイド 検証 市町村合併」の中

の、町の職員についてご指摘がありました件について説明させていただきます。 
 皆様のお手元には、右端に１とインデックスがつけられている分が今回の説明資料となり

ますので、そちらの方をご覧ください。 
 長崎新聞では、職員数（普通会計）の類似団体との比較で、新上五島町におきましては、

平成２１年４月１日現在で４３９名、類似団体職員数は１６４名で比較すると２７５名とな

っておりました。その数値の出所が、本日お配りしている様式１ 大部門以上定員管理診断表、

次の２～３ページにまたがるものでございます。 
 まず、新聞と同様に職員数の増減の分で、平成２１年４月１日現在の職員数Ｂの欄の普通
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会計計が４３９名ですが、これが長崎新聞で報道された４３９名でございます。大部門の議

会の方から申し上げさせていただきますと、議会で４名、総務関係で１０３名、税務関係で

１９名など各部門ごとに数値が示されておりますが、その数値が４３９名であります。その

下になりますが、病院や水道関係等に勤めている職員の数値が公営企業等会計となります。

その７５名の合計を含めまして５１４名の職員数となります。 
 右の方に「単純値及び修正値により算出した職員数との比較」とあります。まず左側に「単

純値による比較」とあります。その上に類型、団体コード、都道府県名、市区町村名とあり

ますが、類型とは人口や産業に合わせて町村の同じような団体をあらわすもので、本町は「町

村 Ｖ－２」という型に当てはまります。そこと比較した場合、単純値による比較の場合には、

単純値×１万分の住基人口では、新上五島町の平成２１年３月末の人口が住民基本台帳人口

として２万３７８２名になっております。その計算式に合わせますと、長崎新聞で出されて

おりました普通会計ベースの数値が１６４名になります。先ほどのＢの欄、４３９名から１

６４名を引いて２７５名が超過しています。この分につきましては、２・３ページの様式２ 
中・小部門定員管理診断表の一番左に大部門という欄があります。大部門に振り分けられた

場合に、その数値を類似団体と比較した場合の数値の平均値としてあらわされるのが、先ほ

どの単純値比較ですので、これは概ね状況を把握するための数値として用いられます。 
 １ページに戻りまして、右側の枠の「修正値による比較」これが修正値×１万分の住基人

口で、この分で普通会計のトータルはＦ欄で２１５名となります。先ほどの１６４名と比較

すると、５１名程度職員数が増えます。その分だけ超過数もマイナスになりまして、２２４

名になります。 
この主な内容は、先ほどの２・３ページを見ていただきますと中部門と小部門があります。

中部門を見ますと、議会はそのものが１つでありますので、中部門においても議会となり、

職員数も変わりません。総務の中には、総務一般、企画開発、住民関連、その他という数値

が入ってまいります。今回その部門の中にも各分野がありますので総務一般では、総務一般、

会計出納、管財、行政委員会、また住民関連におきましては住民関連一般、防災、広報広聴、

総合窓口所管の戸籍等窓口と細分化されます。ここを捉えた上で平均値を出された数値が、

先ほどの修正値による比較にかかりまして、そのトータルが普通会計では２１５名となりま

す。行政部門において、細かい業務が多数ありますので、大部門よりも細かい中部門または

小部門の職員数の比較が修正値に用いられたように、行政においてはそれが適切ではないか

と捉えられております。 
次に、４ページに移ります。今後の定員適正化の問題もありますが、本年４月１日現在で

「合併後の職員増減見込み」を各年度の４月１日現在ごとで比較しております。これは最後

の協議課題の中であがってくると思いますので、説明は省略させていただきますが、平成２

２年度の４月１日現在では４９３名となります。この分につきましては、教育長の１名が加

算されておりませんので、職員の換算をする時には４９４名となります。しかし通常の職員

数の換算にあたりましては、このような数値になりますのでご了承をお願いいたします。 
以上で簡単ではございますが、定員管理についての説明を終わります。 

 
【議長】 
 引き続きまして、今の説明も含めて、前回配付された資料について、改めて質問がありま

したら事務局に説明を求めたいと思いますが、何かありませんでしょうか。遠慮なくどうぞ。 
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【委員】 
 修正値というのは、分かりやすく言えばどのような意味なのでしょうか。 
 
【事務局】 
 ２ページをご覧ください。先ほども申し上げましたように、修正値は中部門と小部門のカ

ウントがその修正値の数値を出す時に出てきます。総務一般の場合、平成２１年度の場合は

５１名となっております。議会は４名、会計出納は５名のように、中部門・小部門で出てき

た数値が、先ほどの類似団体と比較した場合の平均値を捉えた場合にという形で、平均値と

してのあらわし方が先ほどの修正値で出てきます。 
 
【委員】 
 行政については、大体この資料で全体の割合を出していると思います。逆に考えた場合、

労働分配率というのがあって、それが概して５０％、３５％とか、人件費の総額面で考えて、

採算人数を割り出していくんですけれども、そういう金額的な考え方というのも行政の中で

は総人件費ですとか、全体的な予算の中の収支とかで決められていますか。 
 
【事務局】 
 結論から申しますと、総人件費的な発想ではしておりません。やはり部門ごとに行政体の

力を入れる部門とか、通常の団体と同じレベルで良い部門とか、職員配置が決まっていきま

す。ただ、今職員数が合併によって多くなっています。旧町時代の類似団体と比較しますと、

部門によっては多い所、少ない所ありますが、大体類似団体とイコールの数値です。今一時

的に合併によって職員が増えている状態ですが、総人件費から考えると、本来の一自治体と

してあるべき職員数が類似団体の数値と仮定すれば、総人件費は超過となっている状況です。 
 
【委員】 
 ２ページ目で各課の詳細が記されていますが、衛生一般において平成２１年４月１日現在

の職員数が２４名となっていますが、どのような内訳となっているのでしょうか。それと例

えば、給食センターに勤められている方はどういった所に入るのか、学校関係で義務教育の

職員数は学校の先生ではなく用務員の数なのか、旧若松町の渡海船やバスの運転手はどうい

ったところに入るのでしょうか。 
 
【事務局】 
 衛生一般の分につきましては、環境課の職員、健康保険課で衛生部門に所属している職員

が衛生一般に入っております。３ページの保健体育の中に給食センターという部門がありま

す。そこで雇われている調理員の方は給食会の職員ですので、ここに４名とあげられている

のは各所長となります。それと義務教育の職員数は用務員の数です。バスの件につきまして

は、教育委員会の方でスクールバスの運転手としてカウントしております。１ページの中で、

交通の欄に３名というのがあったのですが、そちらは旧若松町の船舶の職員を３名こちらに

カウントしておりますけれども、バスの運転手につきましては、教育委員会部門の方でスク

ールバス関係としてカウントしております。 
 
【委員】 
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 教育委員会の内訳はどこに記してあるのでしょうか。 
 
【事務局】 
 ３ページの教育一般の方になります。具体的には、特別会計として会計にあるのですが、

この場合には教育としましての研修という形ですので、そちらの方で分けさせていただいて

おります。 
 
【委員】 
 次回でいいので職員配置の詳細を教えていただけないでしょうか。それから、給食センタ

ーは職員の中には入っていないのですか。 
 
【事務局】 
 それぞれの給食センターの調理の方は、給食会の職員ですので、町の職員には入っており

ません。 
 
【議長】 
 それでは、次に「第１次行財政改革大綱の達成率と効果額の報告」をお願いします。 
 
【事務局】 
 それでは、第１次行財政改革大綱の達成率と効果額についてご報告いたします。資料３の

「平成２１年度行財政改革実施計画（概要版）」と書かれた資料をご覧ください。これは、資

料４「平成２１年度新上五島町行財政改革実施計画（集中改革プラン）進捗状況」の概要を

まとめたものです。 
 １の行財政改革実施計画ですが、行財政改革実施計画とは、「新上五島町行財政改革大綱」

に掲げる「財政の健全化」「人材の育成」「事務事業の整理合理化等」「民間委託の推進」「組

織・機構の見直し」「定員管理と給与の適正化等」「町民との協働に向けた環境づくり」の７

つの基本方針に沿って実施すべき重点項目について、その具体的な改革内容、スケジュール

及び目標を明らかにしたものです。 
 次に、２の行財政改革実施計画の期間ですが、この実施計画の期間は、平成１７年度から

平成２１年度の５ヵ年で、平成２１年度は最終年度の取組となります。 
 ３の行財政改革実施計画に掲げた取組の進捗状況ですが、平成２１年度及び５ヵ年の進捗

状況を把握し、５段階で実績を評価しました。その概要は次表のとおりです。上段の表は前

年度の進捗状況、下段は計画期間である５年間をまとめたものです。今回は、下段の表につ

いて概要をご説明いたします。 
 まず、総括的なこととして、一番下に文章で記載しておりますが、行財政改革実施計画は、

５年間の計画期間を終え、取組項目１０１件中９６件（９５％）が実施済みとなり、計画期

間中の歳入効果額は７億９４８１万円、歳出効果額は１４４億７３５３万２千円となり、歳

入と歳出を合わせた総効果額は１５２億６８３４万２千円となりました。 
 それでは、５ヵ年の進捗状況の表をご覧ください。 
 まず、１つ目の基本方針である「財政の健全化」についてですが、取組項目件数４２件中、

４１件が実施済みとなりました。未実施の取組項目１件は、「配分型予算編成導入の検討」で

ございます。これは、各部門に予算編成の権限と責任を委ねるというものですが、現段階で
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の導入は見合わせ、引き続き検討するものといたしております。 
 右側の実績評価の欄ですが、計画以上と計画通りの計が３８件で、計画見直しが４件とな

っております。計画見直しの内訳は、スケジュール通り実施できなかったものが先ほどの「配

分型予算編成導入の検討」の１件、いったん実施したものの状況の変化により計画の見直し

が必要となったものが「一般財源ベースでの枠設定」「起債の新規発行の上限設定」「使用料

及び手数料審議会の設置」の３件でございます。「一般財源ベースでの枠設定」と「起債の新

規発行の上限設定」は、いずれも国の施策等による事業の増加による影響、「使用料及び手数

料審議会の設置」は、３年後の見直しにあたる昨年、本町の経済状況を考慮して審議会の設

置を見送ったためでございます。 
 その右側、効果額ですが、歳入効果額として７億９５１１万１千円、歳出効果額として１

２６億３２０５万６千円でございます。主なものを額の大きい順にご紹介しますと、歳入に

ついては、各種使用料・手数料の見直しによる効果が約３億４０００万円、水道料金の格差

解消と受益者負担の適正化による効果が約２億３０００万円、遊休町有財産の積極的処分に

よる効果が約１億１０００万円となっております。歳出については、事業規模の縮小や休止、

事業コストの削減、着手時期の延期による効果が約３３億２０００万円、公債費適正化計画

の策定による公債費の抑制効果が約３２億９０００万円、シーリングの設定による物件費の

カットの効果が約３１億３０００万円、特別職及び一般職の給料等の削減による効果が約１

８億８０００万円となっております。 
 次に、２段目の「人材の育成」でございますが、９件の取組項目中、実施済みが８件で実

施できなかった取組は「人事管理システムの構築」でございます。これは育成型ジョブロー

テーションと複線型人事制度の導入を目標としておりましたが、引き続き検討することとい

たしております。実績評価は９件全てが計画通りとなっておりますが、これは先ほどの「人

事管理システムの構築」が目標達成年次を当初は平成２３年度と設定しており、これまで５

年間の推進スケジュールを「検討」としていたことによるもので、「計画通り検討を行ってき

た」という整理でございます。少々分かりにくい整理かもしれませんが、ご了承願います。 
 歳出効果額はマイナス５５０万７千円となっておりますが、その理由は、民間経営者の採

用による経営的手法の導入を目指して任期付き職員の採用を行ったことによる人件費増加額

をマイナスとみなし、その他の効果額と相殺した結果でございます。本来であれば、経営的

手法の導入によるプラスの効果というものも加味すべきとは思われますが、算定が難しいた

め、このような整理といたしました。このような算定が難しい効果をどのように評価してい

くかは、今後の課題ではないかと考えております。 
 次に「事務事業の整理合理化等」は６件の取組項目中５件を実施しました。未実施項目は

「事務手続きの簡素化」というもので、各種申請書の様式等の見直しが主な内容ですが、今

後も検討が必要と考えており、計画見直しとして整理しております。効果額ですが、歳入歳

出ともに０としております。 
 次に「民間委託等の推進」ですが、８件の取組項目中７件が実施済みです。未実施は「コ

ミュニティ関連施設の地区自治会等への移管の検討」で、コミュニティ関連施設とは具体的

には浦桑等５箇所の生活館を指しています。こちらも目標年次を平成２６年度と設定してお

り、これまで５年間の推進スケジュールを「検討」としてきたため、実績評価としては計画

通りと整理しております。歳入効果額はマイナス３０万１千円、歳出効果額は７０７万４千

円でございます。なお、歳入効果額のマイナス３０万１千円は、若松ディアパークを休止し

たことによる収入の減でございます。 
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 次に「組織・機構の見直し」ですが、１４件全ての取組を計画通り実施いたしました。歳

出効果額が１億８０４８万８千円です。 
 次に「定員管理と給与の適正化等」ですが、９件全ての取組を計画通り実施いたしました。

歳出効果額として１６億５６３３万６千円ですが、その主なものは、定員適正化計画による

職員削減の効果が約７億８０００万円、勧奨退職制度の拡充要請による効果が約５億９００

０万円でございます。 
 最後の基本方針「町民との協働に向けた環境づくり」ですが、１３件の取組項目中１２件

を実施し、未実施のものは「行政の意志決定のルール化・手続きの簡明化」です。これは、

各種許認可業務について標準処理期間を定めるというものですが、いまだ完了していないた

め、計画見直しの必要があると整理しております。なお、もう１件の計画見直しは「地域担

当職員の導入」で、いったん実施したものの、協働のまちづくりへの移行のため計画見直し

として整理いたしました。歳出効果額は３０８万５千円です。 
 よって計の欄ですが、取組項目１０１件中９６件を実施済み、実績評価としては計画以上

と計画通りが合わせて９４件、計画見直しが７件、歳入効果額が７億９４８１万円、歳出効

果額が１４４億７３５３万２千円となっております。 
  

～引き続き、「財政の健全化」及び「定員管理と給与の適正化等」の実績について、資料４

の関係部分を読み上げ～ 
 
【議長】 
 事務局に「長期財政見通し収支計画」の説明を求めます。 
 
【事務局】 
 それでは、本町の長期財政見通し収支計画について説明させていただきます。 
 見通しの試算期間は、平成２３年度から３２年度までの１０年間であります。これは、第

１回の委員会において、本町の財政の現状について説明させていただきましたが、普通交付

税の合併算定替と激変緩和期間及び一本算定となる平成３２年度を見通す必要があるからで

ございます。 
 この収支計画は、平成２１年度決算及び平成２２年度９月補正後の予算を基礎として一定

の仮定に基づいて作成しておりますが、１ページから３ページまでは、その仮定の内容を記

載しております。 
 ４ページは、その仮定に基づいて作成した、普通会計における長期財政見通し収支計画で

あり、単位は百万円であります。 
 ５ページから８ページまでは、参考資料として、主な歳入歳出の項目について、棒グラフ

により表示しております。 
 それでは１ページの中ほどをご覧ください。 
 まず、町税のうち①の町民税につきましては、人口減少を反映して試算しております。②

の固定資産税のうち土地、家屋につきましては平成２４年度と２７年度及び３０年度の評価

替えを反映し、償却資産につきましては新規取得を見込まず１０％減で試算をし、交付金に

ついては２４年度までは２２年度と同額とし、２５年度以降は５％減で試算いたしておりま

す。③の軽自動車税につきましては２２年度予算額を基礎として同額で試算し、④の町たば

こ税につきましては２２年度予算額を基礎として減収で試算しております。 
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 地方交付税につきましては、国の交付税予算総額と算定方法が変わらないことを前提とし

て、今年度の普通交付税決定額と同額を基礎に①から⑥までを勘案して試算しております。 
 まず、人口につきましては（財）九州経済調査協会の将来推計人口を基に、平成２２年度

と平成２７年度の国勢調査人口の減少を反映しております。ちなみに、この将来推計人口の

平成２２年度国勢調査人口は、対平成１７年度国勢調査人口から２４６５人の減と見込んで

おりますが、住民基本台帳上の人口は平成１７年度から平成２２年度までに３１００人減少

しておりますので、実際には２４６５人を超える人口の減少となることが予想されます。 
 ③の合併算定替えの終了につきましては、平成２７年度からの激変緩和措置５年間と、平

成３２年度からの本来受けるべき交付税、すなわち一本算定を試算いたしております。④の

公債費に係るものにつきましては、借入れ予定額を基に積み上げ方式で試算いたしておりま

す。⑤の地方再生対策費・包括算定経費、いわゆる新型交付税につきましては、法改正等が

今後どのようになるか不明ですので、２３年度以降について２２年度と同額として試算いた

しております。⑥の臨時財政対策債は、２３年度から２６年度までは２２年度と同額として

試算し、平成２７年度以降は本年度の一本算定額と同額で試算いたしております。 
 次の国・県支出金につきましては、普通建設事業に係るものについて、平成２６年度まで

は２１年度に策定した本町の振興計画により個別に試算し、２７年度以降は２６年度と同額

として試算いたしております。また、その他については歳出の見通しに応じて試算いたして

おります。 
町債につきましては普通建設事業に連動させておりますが、臨時財政対策債はその性質上、

町債から除外し、地方交付税として試算いたしております。なお、合併特例債による基金積

立分につきましては発行可能額２６億２２００万円を全額借り入れる場合を想定して、平成

１９年度に借り入れた９億５０００万円に加えて平成２４年度から２６年度までの３ヵ年で

残額の１６億７２００万円を借り入れるものとして試算いたしております。 

次に歳出ですが、義務的経費のうち人件費につきましては、定年退職者数及び新規採用予

定者数の動向を考慮して試算し、退職手当負担金は市町村総合事務組合の計画に基づき試算

いたしております。扶助費につきましては、本年度９月補正後の予算を基礎として制度改正

等の増減見通しにより試算いたしております。公債費につきましては、これまでの町債借入

分に係る元利償還金に、これからの町債借入予定額に係る元利償還金を加算して見込んでお

ります。 

投資的経費につきましては、平成２６年度までは２１年度に策定した本町の振興計画によ

り試算し、２７年度以降は２６年度と同額として試算いたしております。 

その他の経費のうち物件費と補助費等につきましては、本年度９月補正後の予算額を基礎

として同額を見込んでおります。繰出金につきましては、各特別会計の見通しにより試算い

たしております。積立金につきましては、２２年度については最終予算見込額を計上し、そ

れ以降については、単年度ごとの収支不足額を明確にするため運用利息以外は計上いたして

おりません。基金調整額につきましては、２２年度は最終予算見込額を計上し、それ以降に

ついては単年度ごとの収支不足額を明確にするため計上いたしておりません。 

基金積立額につきましては、基金調整額を財政調整基金及び減債基金で対応した場合の残

高を記載いたしております。 

町債現在高及び実質公債費比率につきましては、この計画による借入額及び償還額を反映

した現在高を記載いたしております。 

それでは、４ページの表をご覧ください。 
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年度間における増減額が大きいものについて申し上げますと、歳入の分担金・負担金のう

ち、平成２０年度決算１億９７００万円に対し平成２１年度１億４００万円と９３００万円

の減少となっておりますが、これは、老人ホーム朝海荘の民間譲渡によるものであります。

その下の国庫支出金の平成２１年度決算額の増加については、地域活性化・経済対策臨時交

付金などによるものであります。 

歳入の「その他」の平成２１年度決算は、生活対策臨時交付金分の基金繰入金とオータム

ジャンボ分配金により増加しております。 

歳出のうち、投資的経費の平成２１年度決算と２２年度見込が高額になっているのは、地

域活性化・経済対策臨時交付金などによる事業の増加が主な理由であります。 

補助費等の平成２０年度と２１年度決算額が増加しているのは、定額給付金や子育て応援

特別手当が主な要因であります。また、平成２７年度から１億３８００万円減少しているの

は、漁業再生支援交付金事業が終了する予定でありますので、それに伴う国・県支出金相当

額の減少を見込んでおります。 

収支差引の行が、平成２８年度以降▲表示の赤字になっておりますが、これは、この計画

どおり財政運営を行い、かつ、基金繰入金による調整を行わない場合の試算であります。そ

の対策として、基金調整額（基金積立金）⑤において、平成２３年度から２７年度までの間

に、減債基金の積立を行う計画にしております。しかしながら、下段の積立金現在高の欄に

あるとおり、平成３２年度には減債基金は枯渇し、さらに財政調整基金もいっきに減少する

ことになります。交付税が一本算定となる３２年度以降の財政運営が厳しいという見通しに

なるということでございます。 

以上で、収支計画の説明を終わらせていただきます。 

 
【議長】 
 これまでの説明全般に関してご質問ありませんか。 
 
【委員】 
 新上五島町長期財政見通し収支計画についてですが、４ページの平成２２年度の人件費に

対し、２３年度と２４年度の人件費が多くなっているのはなぜなのでしょうか。 
 
【事務局】 
 人件費は職員の人件費と、それ以外に選挙の投開票の立会人報酬や各種委員の報酬も入っ

ております。選挙がある年ですので、それを見越して総人件費が増えているということでご

ざいます。 
 
【委員】 
 同ページですが、平成２１年度の投資的経費と物件費が前年度より増加していることにつ

いてのご説明をお願いします。 
 
【事務局】 
 国の経済対策臨時交付金や生活対策交付金がありまして、その事業で投資的事業と備品等

を購入した関係で物件費も増えたということでございます。全て経済対策関係の国からの補

正に基づく交付金事業がその要因となっております。 
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【議長】 
 物件費とは具体的にはどのようなものですか。 
 
【事務局】 
 学校備品などです。 
 物件費の中に、経済危機対策臨時交付金分が１億８８５１万６千円、生活対策臨時交付金

分が残りの２６４０万円で、２億１４９８万４千円がこの交付金となっています。 
 
【委員】 
 その後の見込みをこの決算で見込まれるということは、そのままで今後も出ていくという

ことですか。 
 
【事務局】 
 ここだけ見るとそういう風に見えますが、経済対策関係で買った物件費の分は当然これ以

降は見込んでいません。委託料がありまして、それも物件費の中でカウントされます。その

委託料が平成２２年度以降ずっと増えていきます。 
 
【議長】 
 その委託料というのは、例えば温泉荘の指定管理者の委託料とかそういうことを考えてい

るのですか。 
 
【事務局】 
 温泉荘はこちらから払うものはございません。逆にもらうようになっております。 
 
【委員】 
 休憩前の説明の分で、資料４ 平成２１年度進捗状況の８ページの№３９「悪質滞納者への

行政各種サービスの制限の検討」なんですが、「未納がある者については、入札及び町営住宅

入居制限を行っている」ということですけども、未納というのは具体的にはどのようなもの

が入っているのでしょうか。 
 
【事務局】 
 未納に関しては、消費税も含めて町税全般です。 
 
【委員】 
 消費税を納めていないと入札出来ないと聞いたのですが。 
 
【事務局】 
 国税については、入札の公示について参加資格ということで満たしています。他の市町村

については若干事例がありますけれども、国税である消費税や地方消費税を滞納したからと

いって、指名願が出せなかった業者はございませんでした。 
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【議長】 
 地方交付税は平成２７年度から合併による特例が１０％、３０％と減っていきますよね。

そうすると、特別措置の２５億２３００万円が初年度は１０％落ちるような形になると第１

回で説明されましたが、２６年度から２７年度は２億５０００万減っていないと思うのです

が、どのような計算をされているのでしょうか。 
 
【事務局】 
 単純に、合併算定替で今年度の差額で前回は説明させていただきました。そこだけ見てい

くとそういう計算になるのですが、これを作る段階では当然、算定替えで１０％ずつ減って

いくものと、平成２２年度国勢調査に伴う人口減少による影響があります。需要額を減少で

見込んで、その分地方税の減収が平成２５年度から大きくなっていますので、そこで需要額

と収入額との差を基準財政収入額が減るので、交付税としてはある程度またつけるというよ

うな試算をいたしました。 
 
【議長】 
 交付税の算定法は従来と変わらないということであれば、合併特例が減ってくれば当然人

口も減ってきていることから控除の減り方が少ないなと思ったものですから。税が減るから

控除も増えるという考え方ですね。分かりました。 
 特別措置は２８年度の時３割減れば、２６年度よりも７億５０００万くらい減るんですよ

ね。税はそんなに落ちていないのではないですか。 
 
【事務局】 
 普通交付税の段階で見るとそのようになるのですが、臨時財政対策債がセットになります

ので、トータルで見ると５億の減ということになります。 
 臨時財政対策債は、町債ではなく交付税としてその性質上カウントせざるをえないのです。

ですから、普通交付税は平成２７年度でいきますと８０億９０００万円と５億２０００万円

を足して、８６億１０００万円が交付税額となります。ですので、平成２６年度の９１億４

１００万円に比べると５億の減少になるということです。 
 
【委員】 
 資料４の５ページ、Ⅲ 進捗状況一覧表の№５「特別職及び一般職の給料等の削減」の給料

月額について一定額の削減をするということについて、町民の声をたまたま耳にしたことが

あります。財政健全化を図るという立場から、職員の皆さんにも給料の削減によって相当な

痛みを受け、それを町民と共に分かち合ってきたということについては、非常に高く評価を

しているようであります。そこで、「特別職の給料月額の２０％減額及び一般職の給料月額の

１０％削減はＨ２２．３．３１をもって終了した」このことについての問いもあるわけなん

ですね。相当な努力によって、健全化に向けて改善をされてきたということは感じているわ

けですけれども、町の財政は依然として厳しいというようなことで、さらに痛みを分かち合

っていこうじゃないかというような気運が高まっているわけでございます。「Ｈ２２．３．３

１をもって終了した」ということについて、まだ考えるべきことがあったんじゃないかと町

民は疑問を持っているわけでございます。このあたりの事情を説明していただければと思い

ます。 
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【事務局】 
 合併後の非常に厳しい財政の中で、職員も特別職も町民も全てが１つになって、何とかこ

の危機を乗り越えていこうということで、職員給の１０％削減、それから管理職手当てにつ

いても４０～５０％カットするなどしてきました。財政健全化計画を５年間作りまして、第

１期が終わったということで、ある程度の目途がつきましたので一度終了したわけです。こ

の５、６年間で職員数を１００人近く削減しました。各支所にも十数名しかいない状況の中

で頑張っているわけで、いつまでも削減していくよりも、いったん５年間で終了し、職員の

士気を高めて次の段階に入っていくことが必要ではないかということで今回終了させていた

だきました。職員数も減らす、給料も減らす、全てマイナスとしますと、デフレスパイラル

で停滞していくことも考えられます。第２期に向けていったん戻したうえで、職員には給料

相当以上の働きをしてもらうという意味を込めて終了させていただいたわけです。給料を増

やすことによって、例えば消費動向がプラスに働いてくれればと思います。 
 
【委員】 
 同じ資料の４ページ、№１１０「地域担当職員の導入」ですが「いくつかの集落による自

主的自治組織地域づくり協議会をつくり、これに対して地域担当職員を配置する」というこ

とで、このことは別の会合で討議されまして私も賛同していたのですけれども、その後に形

が見えないのですが今後どのように進められていくのかお聞かせください。 
 
【事務局】 
 地域担当職員の導入につきましては、現在同じような趣旨で協働のまちづくり計画という

ものを策定しております。現在の状況ですが、地域づくり協議会を設立するということでま

ちづくり推進課としましては、登録の準備をいたしております。現在のところ、３地区にお

いて協議会の設立を図るということで担当職員が動いております。 
 
【議長】 
 町長にお尋ねしたいのですが、一般職の給料１０％削減は昨年で終わったということでし

た。職員の協力もあって、財政再建団体への転落もなくなったし、行革も軌道に乗っている

のだろうと思います。一方で新上五島の人口がどんどん減っていくということですが、職員

数の今後の計画をみると、平成３２年には現在の職員数からさらに１５０人ほど減らさなけ

ればならないという計画になっているようですね。ワークシェアリング的な考え方で職員削

減のペースを下げて、職員の給料を落とし、人件費のトータルとしては変わらないというよ

うな考え方が導入出来ないものかと思います。非常に難しい話かもしれませんが、新上五島

町のように雇用の場がなければ、雇う職員を減らせば即人口減に繋がっていくのではないか

と思うのですが、どうお考えでしょうか。 
 
【町長】 
 なかなか難しい問題ですが、大分県の姫島はすでに導入しているそうで、雇用の場が役場

しかないということで、職員の給料を下げ、下げた分で人を雇うということをしているよう

です。今は公務員の給料表に従ってやっていますが、国の方で公務員改革が言われており、

国家公務員の給与を２０％削減する代わりに、独自の給料表を作りストライキ権を与えると



13 

いう状況になってきております。そのような状況で、給料を独自に減らすことが出来るので

したらそれも考えられます。ただ、今のところは人事院勧告を尊重するという立場でやって

きているものですから、簡単に給料を減らすわけにはいかず、減らす時は時限的な措置しか

出来ないわけです。雇用の受け入れがないからといって職員を増やすことは、確かに厳しい

島の状況では必要な部分もあるわけですが、公の部分を減らしていって、民間が出来ること

を民間に移していき、どうしても行政が担わなければいけない部分を担っていくということ

の方が将来的にはいいような気がいたします。 
 
【議長】 
 現行制度では非常に難しいことだと思いますが、長期財政見通し収支計画を見ると、２８

年度以降は赤字なんですよね。歳出の全体の割合で人件費が２０％超、公債費が２０％超、

扶助費は今から増える一方だろうと思いますし、そうすると人件費で職員の協力を仰ぐ以外

にどうにもならないのではないかと思いますので、今からはそういう考え方もあるのではな

いかと思います。 
 
【町長】 
 そうですね。その時の世の中の流れがどうなっていくか、交付税制度がどう変わっていく

か。補助金が一括交付金化といっています。例えば、医療の補助金、漁港、港湾、様々な農

業などが一括交付金化されて、その分野ごとに何にでも使えるという状況も考えられます。

将来的にはどうなってくるのか分からない部分もあります。特に今、全く活かされてないの

が山林なんですね。この山林をもう少し価値あるものにしていく必要があるのではないかと

思います。例えば、間伐材や伐期を迎えている５０年物の木がたくさんあるのに、もちろん

手入れもされておらず非常に痩せてはいますが、島の産業を見直す必要があると思います。

そういったことで産業を新しく作り出して、変えていかなければならないという思いです。 
 
【委員】 
 平成２１年度 行財政改革実施計画の４ページ、№４６「使用料及び手数料審議会の設置」

を２１年度は見送ったとのことですが、２２年度以降はどのようにお考えなのでしょうか。 
 
【事務局】 
 財政健全化を図る上で収入の確保ということで、前回は歳出削減と収入の確保の中で使用

料・手数料を見直しということをさせていただいたのですが、財政の方としても収入を増や

したいという考えを持っています。ただ、現在の公共料金、手数料や施設使用料も含めて全

般に、住民が負担できる限度ではないかと判断しております。ですので、使用料・手数料を

増やす審議会は開催することが出来ないと判断いたしまして、収入の確保をするということ

は財政の見通しを立てる上で講じていないというのが現状であります。 
 
【委員】 
 そうすると、今度も値上げするとかそういうことは考えてないのでしょうか。 
 
【事務局】 
 水道料金は、今後、国の制度が大きく変わる見込みです。現在簡易水道で行っているので
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すが、上水道並の取扱いにならざるを得ない状況になっています。そういう国の方針通りに

進みますと、当然独立採算ということになってきますから、一般会計でカバー出来る内容で

はありませんので、水道料金はその時になればかなり増えるということが予測されます。国

保等はその時の制度で若干変動するとは思いますが、それ以外の手数料や使用料については

増やそうという意図は今のところございません。 
 
【副町長】 
 今事務局の方から財政計画上の方針は説明がありましたが、若松地区で地区バス事業を行

っているのですが、このバスの運営について、将来的には民間移譲等も予定をしております。

民間移譲をする時に、今の西肥バスの運賃レベルと町営バスの運賃の格差が大体７～８割程

度あるということで、来年の４月からバスの格差を西肥バスの９割程度に調整しようという

事で、町営バスの値上げだけ検討しておりますのでご理解いただきたいと思います。 
 
【委員】 
 地方交付税についてですが、平成２７年から合併算定の激変緩和措置５年間で、２６年に

１００億あるのが７０億になり３０億減るということですが、５年間でこういった形で減る

ということは国から確定されているのでしょうか。 
 
【事務局】 
 これは交付税の合併特例ということで、１０年間の合併算定替が補償されて、あとの激変

緩和５年間で自治体が本来受けるべき交付税の額にしようという事です。ですので、合併イ

コール１つの自治体としてのサービス形態の全て、歳入も減るのでそれに合わせるように見

直せというのが合併の趣旨だと思っております。 
 
【委員】 
 起債残高も１６年に４００億円あったものを１００億円減らして、２１年に３００億円に

するということで、２７年からも非常に厳しくなると思います。 
 進捗状況５ページの起債制限比率についてお聞きしたいのですが、１３．２％というのは、

これを下回ったら起債できないということなんでしょうか。 
 
【事務局】 
 長期財政見通し収支計画の４ページの一番下に実質公債費比率というのがありますが、財

政健全化法が平成１９年に制定されてから、こちらの指標を使うことになっております。 
 早期健全化基準が２５％、財政再生基準が３５％で、健全化基準の２５％を超えると早期

健全化団体ということで、起債の制限も受けますし、法律に基づく健全化計画を作る必要が

あります。３５％になって再生基準になりますと、国の管理下に入ります。 
 
【委員】 
 ４ページの財政見通し計画なんですが、例えば、平成１７年の人件費は３９億円で職員給

が２８億７０００万円、２１年度決算で職員数が５９１名から５１３名に減っている中で、

職員給は２８億７０００万円から２３億４０００万円、約５億減っています。総体的な人件

費は逆に増えているというところをご説明いただければと思います。 
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【事務局】 
 これは退職手当の負担金が大きな理由です。あとは委員報酬等も要因になりますが、退職

手当てが一番の原因だと思っていただければよろしいかと思います。 
 
【委員】 
 人件費ですが、例えば２１年の人件費が３９億６４００万円で職員給が２３億４１００万

円、あとの分の人件費はどうなんでしょうか。事業支弁人件費ということなんでしょうけど

も、これはどういった人件費なのか説明をお願いします。 
 
【事務局】 
 事業費支弁人件費というのは、建設事業をする時にその事業に必要な職員を貼り付けて、

その事業をすることによって発生する人件費というような分類をいたしております。建設事

業に係る職員は、事業費支弁の方で支出するということです。人件費を計算する時は、人件

費と事業費支弁人件費を合わせてみるのですが、財政の分析上は投資的経費の中に含まれる

ということになります。 
 職員給と人件費の差額ですが、退職手当負担金が８億８１００万円、委員報酬が１億７０

０万円、議員報酬が７３００万円、特別職給が２６００万円ということで、これらを合計し

たものが主な差額となります。 
 先ほどの委託料の増加の件ですが、各費目毎に申しますと、農林水産業で５７００万円、

衛生費関係で３９７３万６０００円、商工費で４２５３万円、民政費で２６７９万４０００

円増加となっております。具体的には、農林水産業でいくと、ふるさと農業担い手育成では

２３２３万４０００円、有害鳥獣対策関係で４００万円の増となっています。衛生費関係で

は、各種健診委託で１６００万円、汚泥再生処理センター委託で２９００万円の増、民生費

関係では、地域振興で２６７９万円の増加となっております。それを２２年度以降も同額と

見込んだ場合の額となっております。 
 委託料が今一番大きかったのですが、使用料や役務費や需用費とか物件費について、   

消耗品関係を抑えてきたんですが、もう限界にきていると判断してそこはそのままにしてい

ます。若干１９年度・２０年度の削減額を維持していくのは難しいと判断いたしました。 
 
【委員】 

収支計画で、職員数が３２年度で２７４名（３４４名）となっていますが、適正総人員と

いうのはどれくらいなんでしょうか。 
 

【事務局】 
 その団体の規模や面積、集落の数で変わってくるとは思いますが、財政的な面だけで考え

れば類似団体の数値、最初に申し上げた修正値で２１５名となっておりますが、普通会計で

はこの数値が妥当なところではないかと思っております。 
 
【委員】 
 この人員というのは、最終的に自然退職での人員を仮定しての人数なのでしょうか。 
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【事務局】 
 委員のご質問のとおり、今後については年々の定年退職者を加味しての数値です。先ほど

の分で、２７４名の計画なんですが、現在では新上五島町が４３０名と一番多くて、合併団

体において現在の状況では、約２７０名程度の職員規模で出されているという形にも全国的

にはなっております。 
 
【委員】 
 町民税等の税の時効は何年なのでしょうか。前回は５年だったと思うのですが。 
 
【事務局】 
 時効は変わらず５年です。 
 
【委員】 
 ２１年度 実施計画進捗状況の８ページの取組項目３６「悪質滞納者への対応の検討」を平

成１８年度に実施しておりますが、この結果で差し押さえ等はどれくらいになったのでしょ

うか。また、県との人事交流で収納対策班において職員が１名配属され、滞納処分処理が進

捗されたとか、県職員から助言を受け町職員の知識向上が図れたとの事ですが、具体的にど

のような事が図られたのかお聞かせください。 
 
【事務局】 
～委員会終了後、平成１８年度の差し押さえ実績は債権を３０件と回答～ 
（人事交流の件）県職員が派遣されており、色々な取り組みを行っています。旧町時代は差

し押さえまではなかなか踏み込めませんでしたが、預金の差し押さえなど財産差し押さえの

手続きについてアドバイスし、去年は勤務先に対する給料の差し押さえもいたしました。そ

ういった強制的な手段以外にも、地道に連絡するとか文書で納付をお願いするといったこと

についても町のやり方について見直しをしました。それからほぼ毎月勉強会を開き、法律的

な解釈も含めて指導しておりました。 
 
【議長】 
 先ほどの説明で、適正人員まで退職不補充でいくというお話だったのですが、ずっと退職

不補充でいくと職員の年齢構成に差が出てくるのではないかと思うのですが、町職員の採用

はどのように考えているのか説明をお願いします。 
 
【事務局】 
 資料１の４ページに退職者と採用予定の人数が載っていますのでこちらをご覧ください。

基本的には、消防職とか専門職の採用については、この件数の中で考えていくようにしてお

ります。一般職については、ほとんど変わらないので、現在の退職者と照らし合わせて、現

計画ではこのように考えております。 
 
【議長】 
 質疑応答が一通り終わったようですので、これからは意見交換の時間にしたいと思います。 
 本委員会に諮問された事項は、「基本理念」「基本方針」「重点項目」の見直しに関する意見
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を述べることにあります。 
 ただし、「基本理念」と「基本方針」は、全体を把握してからでないと議論が難しいと思わ

れますので、本日は、基本方針の１「財政の健全化」と６「定員管理と給与の適正化等」の

「重点項目」に絞って意見交換を行いたいと思います。 
これまでの具体的な取組項目について実績報告がありましたが、「この点については不十分

であり、引き続き取り組むべき」といったご意見や、「今後は、新たにこのような取り組みを

行うべき」といったご意見があればお聞かせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 まちづくりについてお伺いしたいのですが、９月２６日の長崎新聞で「合併したことによ

る不満というのはイベントに対する補助金が削られた事が一番大きい」という記事が載って

おりましたが、新上五島町ではどのようにやっているのかお聞かせください。 
 
【事務局】 
 イベント等の助成金は現在５００万円ということで、６団体くらいあります。その中で  
事業費の２分の１を上限とさせていただきました。１５０万円ほど減ってはいますが、現在

は各地区でやっており、将来的には合併をして実施しないと厳しいという状況ではありませ

んので、財政と話しながらこれ以上減らさないようにと思っています。 
 
【議長】 
 新聞によりますと、雲仙市は住民で開いて欲しいというような要望があったようですが、

本町の場合には補助金がカットされたことによってイベントがなくなったとかいうことはな

いのでしょうか。 
 
【町長】 
 そういったことはございません。 
 全国的に合併した後の市民・町民のマイナス面がでてきています。合併で一番問題になっ

たのは、集約化されるという、地域それぞれがやっていたイベントがなくなっていくという

事が一番の問題となっています。本町としては、合併前は例えば祭りをするのに町が１００％

や７０％、旧町においては５０％出すとか色々ありました。それを統一しなければいけない

という事で、やはり補助の要綱を定めて２分の１にしたんです。そしたら、半分は出し切れ

ないという事で、祭りをやめた所もあります。北魚目の毎年やっていた祭りもなくなりまし

た。それと、祭りの経費を抑えたところもあります。逆に町の補助金には頼らないというこ

とで、全て自分達の経費でやっているところもあります。町としては、半分は助成するが、

あとは自分達で何とか頑張ってくれというところで支えていこうと思っております。 
 
【議長】 
 家族の話ではペーロンの練習でジュース代も出ないという話も聞いたという事で、そうい

うイベントの活性化はどういう風にしていけばいいのかなと思っていたのですが。 
 
【町長】 
 普通なら景気がよければ寄附が集まると思うのですが、今は景気が落ち込んでいますから

なかなか集まらないと思います。ただ、今年は合併後初めて有川で花火大会をしたようです

が、これは各郷が各家庭を回って３００円ずつ集めてこの寄附も入れて開催したそうですか
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ら、みんながその気になれば出来ないことはないと思います。これまでのように町がお金を

出すからという時代ではありませんので、ある程度支えあって、自分達で地域の元気を作っ

ていこうとなってくれればと思います。 
 
【委員】 
 雇用の場がなかなかないと思うのですが、例えば奈良尾地区の方で朝海荘を民間に委託し

て、そこでの雇用の場がかなり民間に広がってきました。それから消防跡地を民間の方が買

い取ってディサービスをしており、そこでも雇用が発生しているんですけれども、福祉関係

のほうでまだまだ需要があるとは思います。どの程度あるのかお聞かせください。 
 
【町長】 
 今回、温泉荘については民間の方で経営していただくという事も進めており、業者も決ま

っております。少子化の中でこれからどうなっていくか分かりませんが、民間の保育所はや

っていけない時代が来ると思いますので、その場合は公立保育所があることによって、民間

経営を圧迫するということであれば、民間の方にシフトしていくということも必要になって

くると思いますし、色々な施設を抱えていますが、民間でできるものについては降ろしてい

きたいと思っております。 
 
【事務局】 
 公共施設の見直しということで実施計画を作っておりまして、平成２０年１２月に基本方

針を作りました。この中で、民間移譲に向けて検討するものというのがあります。例えば、

すでに終わっていますが、有川水産加工施設と朝海荘をこの計画に基づいてやっております。

今後の計画としては、高齢者生活福祉センター、有川地域福祉センター、漁村センター、椿

油加工場等いくつか計画を作って、各部署で実施計画に基づいて各関係者の方と今後協議を

していくということで考えております。 
 
【委員】 
 公務員であれば一番ありがたいのですが、民間のパートでは８万円という金額でも非常に

助かるんですよね。そういうパートで働く場所を増やしていただければ、民間の方も助かる

と思うのです。 
観光面でどのようにお考えでしょうか。 

 
【町長】 
 島の人口が減少している中では、観光人口を拡大するしかないわけです。もちろんＩター

ンやＵターンもやっておりますが、あとは観光客を増やしていくということで力を入れてお

ります。教会巡りや世界遺産候補巡りで以前よりは増えてきております。この夏も、ほとん

どのホテルが満杯だったと聞いております。今後狙うのはやはり中国ということで、知事が

新しくなってからアジア戦略として中国から観光客を引き寄せるという戦略を立てておりま

す。五島列島にも外国人観光客を引き込もうという事で、１０月に私（町長）と五島市長、

知事、副知事、観光推進本部とで会議を開きまして、韓国語と中国語ができる人材を育てよ

うと研修をしております。そういった受け入れ体制を整えてから、観光客を増やしていこう

と思っております。尖閣諸島の問題がありますが、先々は韓国と中国は絶対に逃してはなら
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ない観光客だと思います。五島市は韓国から直接乗り入れる飛行機関係をやっているようで

す。本町は飛行場が使えませんので、客船を入れようという話をしております。大型客船が

寄港できるようにしてほしいと言っているのですが、水深の問題や岸壁の長さ等でまだまだ

難しいようです。１１月には相河岸壁沖合いに停泊して、船で連れてきて待ってもらうとい

うことを考えております。観光と物産には力を入れていく必要があると思います。すでに観

光地の案内板を中国語と韓国語版で作り上げております。あとは受け入れの人材ですね。そ

れから、先の話になりますが、中国・韓国観光客に興味をもってもらえる商品を店に置いて

もらえれば案内が出来るのではないかと思っております。 
 
【議長】 

大体、ご意見も出尽くしたようでございます。 
 今回いただいたご意見については、答申の中で反映できるものにつきましては反映いたし

ます。 
 
 ～次回日程協議～ 
  （１０／２１とし、次回から開始時間を１３：００、終了時間を１５：３０へと変更。 

次次回は１１／５を予定） 

  

 ～閉会～ 


